
(単位:百万円)

82,122 1,934,886

0 98,157

82,122 1,836,728

1,893,771 1,207

921,825 29,605

74,116 17,936

519,349 915

50 231

158,105 3,108

220,324 541

28,646 12,732

28,646 407

788 6,522

576 16

211 8,348

3,171

3,171

288

20,799

32,324 1,998,524

2,511

976 32,400

4,234 59,570

409 29,716

269 29,853

23,829 29,853

0 91,970

93 △ 10,032

16,240 △ 2,616

△ 307 △ 12,649

79,321

2,077,845 2,077,845

( 資産の部 ) ( 負債の部 )

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金

2025年度（2026年3月31日現在） 貸借対照表

科    目 金　　額 科    目 金　　額

預 貯 金 責 任 準 備 金

そ の 他 の 証 券

未 払 費 用

社 債

国 債 再 保 険 借

地 方 債 そ の 他 負 債

有 価 証 券 代 理 店 借

株 式

未 払 法 人 税 等

仮 受 金

預 り 金

保 険 約 款 貸 付

金 融 派 生 商 品

外 国 証 券

未 払 金

再 保 険 貸

未 収 金

そ の 他 資 産 負債の部　合計

貸 付 金

退 職 給 付 引 当 金有 形 固 定 資 産

建 物

無 形 固 定 資 産

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

純資産の部  合計

資産の部　合計 負債及び純資産の部　合計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

預 託 金 利 益 準 備 金

そ の 他 の 資 産 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

仮 払 金 株 主 資 本 合 計

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 繰 越 利 益 剰 余 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 派 生 商 品

未 収 収 益

前 払 費 用 資 本 金

ソ フ ト ウ ェ ア

代 理 店 貸

そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

( 純資産の部 )
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貸借対照表の注記 

1. 会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均

法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険

業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号）に基づく責任準備金対応債券については

移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については、3 月末日の市場

価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法、取得差額が金利調整差額と認めら

れる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、た

だし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法)によっております。

その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額

を除き、全部純資産直入法により処理しております。なお、外貨建その他有価証券のう

ち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差

額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。

個人保険及び個人年金保険の保険契約からなる残存年数に基づいて設定した小区分に

対応した円建債券のうち、デュレーション・マッチングを目的として保有するものを、

「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号）に基づき「責任準備金対応債券」

に区分しております。

責任準備金対応債券に係る貸借対照表計上額は 1,238,315 百万円、時価は 1,019,724

百万円であります。

(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。

定率法（ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物（2016 年 3 月 31 日以前に取

得した附属設備、構築物を除く）については定額法）を採用しております。 

(4) 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。

(5) 貸倒引当金の計上方法

貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上して

おります。破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以

下「破綻先」という）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下

「実質破綻先」という）に対する債権については、直接減額後の債権額から回収可能見

込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）

に対する債権については、その債権額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要

と認める額を計上しております。上記以外の債権については、予想損失率を債権額に乗

じた額を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該
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部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権については、取立不能見込額を債権額から

直接減額しており、その金額は 0 百万円であります。 

(6) 退職給付引当金並びに退職給付費用の処理方法

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、計上しております。

退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。 

退職給付見込額の期間帰属方法 期間定額基準 

数理計算上の差異の処理年数 9 年 

過去勤務費用の処理年数 9 年 

(7) 役員退職慰労引当金の計上方法

役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(8) 価格変動準備金の計上方法

価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。

(9) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号）に従い、

外貨建その他有価証券に対する為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取

引については時価ヘッジを適用し、通貨スワップについては繰延ヘッジを適用しており

ます。 

なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比

率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があ

ることが明らかなものについては、ヘッジ有効性の判定は省略しております。 

(10) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産にか

かる控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計

上し 5 年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理し

ております。

(11) 責任準備金の積立方法

期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づ

く将来の債務の履行に備えるため、期末時点までに収入した保険料を基礎として、保険

業法第 116 条第 1 項に基づき算出方法書（保険業法第 4 条第 2 項第 4 号）に記載された

方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

① 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成 8年大蔵省

告示第 48 号）
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② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式

なお、責任準備金の一部については保険業法施行規則第 80 条に基づき、毎決算期にお

いて保険計理人が、責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを確認しておりま

す。 

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第 69 条第 1 項第 3 号に基

づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険

に備えて、所定の積立基準額以上を繰入計上し、積立限度額の範囲内で積み立てており

ます。 

(12) 無形固定資産の減価償却の方法

無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能

期間に基づく定額法により行っております。

(13) 保険料の計上方法

保険業法施行規則第 69 条第 3 項に基づき、初回保険料については、原則として、保険

契約上の責任が開始している契約のうち、保険料の収納があったものについて、当該金

額により計上しております。

また、次回後保険料については、契約応答日が到来している契約のうち、保険料の収

納があったものについて、当該金額により計上しております。

なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する

部分については、保険業法施行規則第 69 条第 1 項第 2 号に基づき、責任準備金に積み立

てております。

(14) 保険金及び支払備金の計上方法

保険金等支払金（再保険料を除く）については、保険約款に基づく支払事由が発生し、

当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上して

おります。

なお、保険業法第 117 条及び保険業法施行規則第 72 条に基づき、期末時点において支

払義務が発生しているものの支払いが行われていない保険金等について、又はまだ支払

事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生しているものと認められる保険金等に

ついて、支払備金を積み立てております。

(15) 再保険の会計処理方法

再保険収入については、各再保険会社との間で締結された再保険協約に基づき、元受

保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等

の支払時に計上しております。なお、再保険協約に基づき、期末時点において発生した

再保険収入のうち、まだ受け取っていないものについては、当該金額を再保険貸に計上

しております。

再保険料については、各再保険会社との間に締結された再保険協約に基づき合意され

た再保険料を、元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時に計上して

おります。なお、再保険協約に基づき、期末時点において発生した再保険料のうち、ま

だ支払いが行われていないものについては、当該金額を再保険借に計上しております。

再保険を付した部分に相当する責任準備金及び支払備金は、保険業法施行規則第 71 条

第 1 項及び同規則第 73 条第 3 項に基づき、積み立てないこととしております。この取り

扱いの可否は、当該再保険契約がリスクを将来にわたって確実に移転する性質のもので

あるかどうかや当該再保険契約に係る再保険金等の回収の蓋然性が高いかどうかに着目

して判断しております。
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2. 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価の適切

な区分ごとの内訳等に関する事項

(1) 金融商品の状況及び時価等に関する事項

保険業法第118条第1項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、

資産と負債の総合管理（ALM）に基づき、保険契約の負債サイドの特性に適合した資産構

築を図るべく、長期的かつ安定的な資産運用収益の確保を基本とした円建確定利付の公

社債投資を運用の主体としております。具体的には、国債をはじめとする公共債の他、

高格付けの社債といった円建確定利付の公社債を主要な投資対象としており、信用力、

流動性に配慮したポートフォリオの構築に努めております。また、デリバティブ取引に

ついては、外貨建資産に係る為替リスクをヘッジする目的で活用しております。 

なお、有価証券及びデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクに晒されており

ます。 

市場リスクの管理にあたっては、リスク管理基本方針及び資産運用リスク管理に関す

る諸規程を制定し、許容されるリスクの範囲内で適切な資産配分を行っております。 

信用リスクの管理にあたっては、リスクが特定の国、業種、企業等に偏ることを防止

するため、NN グループの集中リスクに係る基準に基づき投資額やリスク量をコントロー

ルしております。

主な金融資産及び金融負債に係る貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

有価証券(*1,2) 

売買目的有価証券 

 1,874,224 1,619,099 △ 255,125

210,205 210,205 - 

満期保有目的の債券 147,751 111,217 △ 36,534

責任準備金対応債券 1,238,315 1,019,724 △ 218,590

その他有価証券 277,952 277,952 - 

貸付金 28,646 28,646 - 

保険約款貸付(*3) 28,646 28,646 - 

金融派生商品(*4) (12,462)  (12,462) - 

ヘッジ会計が適用されていないもの (5,691) (5,691) - 

ヘッジ会計が適用されているもの (6,770) (6,770) - 

(*1) 非上場株式等の市場価格のない株式等については、有価証券に含めておりません。

当該非上場株式の当期末における貸借対照表価額は、11,143 百万円であります。 

(*2) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021

年6月17日)第24-16項を適用し、組合等への出資金は有価証券に含めておりません。

当該組合等の当期末における貸借対照表価額は、8,402 百万円であります。 

(*3) 差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表価額と、時価との差額を記載しており

ます。 

(*4) 金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、（ ）で示しております。 

(2) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の 3つのレベルに分類しております。 

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価 

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価 
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レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券 210,966 277,190 - 488,157 

売買目的有価証券 210,205 - - 210,205 

その他 210,205 - - 210,205 

その他有価証券 761 277,190 - 277,952 

国債・地方債等 - 3,409 - 3,409 

社債 761 233,320 - 234,081 

住宅ローン担保証券 - 38,745 - 38,745 

その他 - 1,716 - 1,716 

デリバティブ取引 - 269 - 269 

通貨関連 - 269 - 269 

資産計 210,966 277,460 - 488,427 

デリバティブ取引 - 12,732 - 12,732 

通貨関連 - 12,732 - 12,732 

負債計 - 12,732 - 12,732 

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

貸付金 - - 28,646 28,646 

有価証券 781,940 349,002 - 1,130,942 

満期保有目的の債券 19,352 91,864 - 111,217 

国債・地方債等 18,624 938 - 19,563 

社債 728 770 - 1,498 

住宅ローン担保証券 - 90,155 - 90,155 

責任準備金対応債券 762,587 257,137 - 1,019,724 

国債・地方債等 719,655 63,361 - 783,016 

社債 42,932 193,776 - 236,708 

資産計 781,940 349,002 28,646 1,159,588 

③ 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

(ア) 有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベ

ル 1 の時価に分類しております。主に国債がこれに含まれます。公表された相場価格を

用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2 の時価に分類しております。主

に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。相場価格が入手できない場

合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定

しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプ

ットには国債利回りや信用スプレッド等が含まれます。算定にあたり重要な観察できな
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いインプットを用いている場合には、レベル 3 の時価に分類しております。 

(イ) 貸付金

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を

設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているも

のと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル 3 の時価、

そうでない場合はレベル 2の時価に分類しております。 

(ウ) デリバティブ取引

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるも
のはレベル 1の時価に分類しております。相場価格が入手できない場合には、将来キャ
ッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評
価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用し、インプットにはスワップレート
や為替レート等が含まれます。観察できないインプットを用いていない又はその影響が
重要でない場合はレベル 2の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用
いている場合はレベル 3 の時価に分類しております。 

3. 有形固定資産の減価償却累計額は 1,276 百万円であります。

4. 特別勘定の資産の額は 219,760 百万円であります。

なお、負債の額も同額であります。

5. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務として、その他の資産に 17 百万円、未払費用に

226 百万円が含まれております。

6. 繰延税金資産の総額は 16,860 百万円、繰延税金負債の総額は 16 百万円であります。繰延

税金資産のうち、評価性引当額として控除した額は、603 百万円であります。

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金 6,761 百万円、その他有価証券

評価差額金 4,436 百万円、価格変動準備金 2,415 百万円、退職給付引当金 1,886 百万円で

あります。

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、代理店手数料 16 百万円であります。

7. 担保に供されている資産の額は、金融商品等差入担保金 23,829 百万円であります。

また、担保付き債務の額は 12,732 百万円であります。

8. 保険業法施行規則第 73 条第 3 項において準用する同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険

を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は 15,251 百

万円であり、同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金

（以下「出再責任準備金」という。）の金額は 465,232 百万円であります。

9. １株当たりの純資産額は 244,818 円 71 銭であります。

10. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠

出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
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(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 4,843 百万円 

勤務費用 320 百万円 

利息費用 128 百万円 

数理計算上の差異の発生額 △ 390 百万円

退職給付の支払額 △ 243 百万円

過去勤務費用の発生額 1,021 百万円 

期末における退職給付債務 5,680 百万円 

② 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務 5,680 百万円 

未認識数理計算上の差異 1,029 百万円 

未認識過去勤務費用 △ 188 百万円

退職給付引当金 6,522 百万円 

③ 退職給付に関連する損益

勤務費用 320 百万円 

利息費用 128 百万円 

数理計算上の差異の費用処理額 △ 135 百万円

過去勤務費用の費用処理額 △ 106 百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 208 百万円 

④ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎は以下のとおりであります。

割引率  3.3％ 

(3) 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は 250 百万円であります。

11. 金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。
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 (単位:百万円)

経 　常　 収　 益 596,118

371,006

281,778

89,228

66,419

20,895

35

20,120

554

184

0

8

5

116

45,394

158,692

6,837

3

7,746

144,050

27

26

経 　常　 費　 用 574,744

526,321

29,018

6,538

14,886

339,675

23,068

113,134

6,770

6

1,709

53

3,256

550

1,194

37,167

4,485

2

3,203

1,156

122

経　 常　 利   益 21,373

特　 別　 利　 益 0

0

特 　別　 損　 失 446

1

445

20,928

5,388

448

5,837

15,090

　　2025年度          　         損益計算書

科 目 金 額

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

預 貯 金 利 息

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息

そ の 他 利 息 配 当 金

そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 戻 入 額

退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金

支 払 備 金 戻 入 額

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

年 金

そ の 他 の 経 常 収 益

再 保 険 料

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 償 還 損

資 産 運 用 費 用

支 払 利 息

そ の 他 運 用 費 用

事 業 費

金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損

減 価 償 却 費

そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金

税 金

固 定 資 産 等 処 分 益

そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 等 処 分 損

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

2025 年 4月 1日から

2026 年 3月31日まで
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損益計算書の注記 

1. 関係会社との取引高の総額

関係会社との取引による費用の総額は 2,835 百万円であります。

2. 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券 0 百万円であります。

3. 有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券 989 百万円、外国証券 720 百万円であります。

4. 支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は601百万円、責任準備金

戻入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は29,722百万円であります。

5. 金融派生商品に係る評価損益の金額は、8,900 百万円の評価差損であります。

6. 1 株当たりの当期純利益は、46,575 円 36 銭であります。

7. 関連当事者との取引

関連当事者との取引について記載すべき重要なものは以下のとおりです。

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 

議決権等の 

所有 

（被所有） 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 

の 

子会社 

Nationale-

Nederlanden 

Interfinance 

B.V.

- 

インベストメ

ント・サービ

ス・アグリー

メントの締結

為替予約取引 

(注 1) 
128,992 

金融派生商品

（資産） 
269 

金融派生商品

（負債） 
5,914 

担保金の差入 23,257 
金融商品等差

入担保金 
23,829 

利息の受取 

(注 2) 
184 未収収益 39 

親会社 

の 

子会社 

NN Re 

(Netherlands)

N.V.

- 
再保険契約 

の締結 

再保険取引 

(注 3) 

再保険収入 72,439 再保険貸 16,738 

再保険料 100,451 再保険借 24,683 

取引条件及び取引条件の決定方針 

(注 1) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。なお、取引金額の

表示に際しては、外貨建の買建金額と売建金額を相殺して表示しております。 

(注 2) 担保金金利は市場実勢を勘案して決定しております。 

(注 3) 共同保険式再保険、最低保証再保険等について、一般的な取引条件で行っておりま

す。なお、出再対象及び出再割合については、リスク管理方針に基づき決定してお

ります。 
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